
亀山市公告第１９号  

次の亀山市刈り草コンポスト化センターの移譲先運営事業者公募

を行うので、次のとおり公告する。  

平成２８年４月１日  

亀山市長  櫻  井  義  之  

 

１  公募の概要  

（１）移譲の範囲   

敷地面積（公簿）  ７ , ７０７㎡（関衛生センター敷地）  

       （実測）  ９ , ２３９ . ３５㎡  

   うち移譲（貸与）面積  ５ , ４７３ . １６㎡  

   土地・建物は有償貸与  

   設備・機器及び物品は希望する物を無償貸与  

（２）運営移譲期間  

平成３０年４月１日から平成４０年３月３１日までの１０年

間（移譲前の平成２９年度に試行期間として運営事業者に運営

業務を委託）  

（３）公募を行う者  

   亀山市  亀山市長  櫻井義之  

（４）応募者の形態  

法人又その他の団体又は複数の法人等が共同する事業体  

（５）公募及び選定方式  

刈り草コンポスト化センター移譲先運営事業者選定委員会を

設置し、公募型プロポーザル方式による提案審査を実施する。  

（６）移譲先運営事業者の決定  

選定委員会で優先交渉権者を決定し、詳細協議後、運営事業

候補者として選定し、その後、運営移譲に係る基本協定の締結

をもって運営事業者として決定する。  

２  公募のスケジュール  

（１）公募要領等の配布・公表  



平成２８年４月１日（金）から同月１４日（木）まで  

（２）現場説明会参加申込の受付   

平成２８年４月１日（金）から同月１４日（木）まで  

（３）現場説明会の開催       

平成２８年４月１８日（月）  

（４）質問の受付        

平成２８年４月１８日（月）から同年５月２日（月）まで  

（５）参加意志表明の受付  

平成２８年５月２３日（月）から同年６月３日（金）まで  

（６）質問の一斉回答  

平成２８年５月２０日（金）送付  

（７）応募書類の受付  

平成２８年６月６日（月）から同月１７日（金）まで  

（８）移譲先運営事業者選定委員会の開催     

平成２８年７月から同年９月まで  

（９）優先交渉権者の決定・通知         

平成２８年９月末日（予定）  

（１０）運営事業候補者の選定  

平成２８年１１月下旬（予定）  

（１１）基本協定の締結（運営事業者の決定）    

平成２９年２月（予定）  

（１２）運営業務委託（試行期間）  

平成２９年度（委託期間は協議の上決定）  

（１３）運営事業者による管理運営（移譲）開始   

平成３０年４月１日（日）  

３  公募手続き  

（１）公募要領等の配布  

公募要領、現場説明会参加申込書、質問書、参加意志表明書

及び応募書類を次のとおり配布する。  



ア  配布期間  平成２８年４月１日（金）から同月１４日（木）

までの午前９時から午後５時まで（日曜日及び土曜日は除

く。）  

イ  配布場所  亀山市総合環境センター４階事務室  

ウ  配布方法  上記配布場所で配布する。また、市のホームペ

ージからダウンロードすることもできる。  

    Ｕ ＲＬ： h t t p： / / w w w . c i t y . k a m e y a m a . m i e . j p  

（２）公募書類の受付  

本件に応募する法人等は、あらかじめ必ず「公募参加意志表

明書」を提出すること。  

ア  受付期間  平成２８年５月２３日（月）から同年６月２日

（金）までの午後５時までに郵送又は持参にて必着のこと。

（ただし、持参の場合は、日曜日、土曜日及び休日を除く午

前９時から午後５時までに限る。）  

イ  受 付方法  「公募参加意志表明書」に必要事項を記入の上、

亀山市総合環境センター内  廃棄物対策室宛（〒５１９－０

１６６亀山市布気町４４２番地）に郵送又は持参にて提出す

ること。  

（３）応募書類の受付  

本件に応募する法人等は、応募書類一式を提出すること。  

ア  受付期間  平成２８年６月６日（月）から同月１７日（金）

までの午後５時までに持参にて必着のこと。（ただし、日曜

日及び土曜日を除く午前９時から午後５時までに限る。）  

※郵送等は認められない。  

イ  受付方法  亀山市総合環境センター内  廃棄物対策室まで

直接持参すること。  

※必要な書類が整っているか確認の上、受付を行う。  


